
 

 

 

 

国保年金課  

 議案第４３号 

港区国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

令和７年２月１７日に開催された特別区長会総会で、「特別区国民健康保険事業の調

整に関する共通基準」等の改正が了承されたこと及び国民健康保険法施行令が一部改正

されたことを踏まえ、港区国民健康保険条例の一部改正を行います。 

 

２ 改正の内容  

（１）国民健康保険料率等の改正 

現 行 改正案 増 減 

所得割 

（医療分）     100 分の 8.69 

（後期高齢者支援金分）100 分の 2.80 

（介護分）     100 分の 2.36 

均等割 

（医療分）      ４万 9,100 円 

（後期高齢者支援金分） １万 6,500 円 

（介護分）      １万 6,500 円 

所得割 

（医療分）     100 分の 7.71 

（後期高齢者支援金分）100 分の 2.69 

（介護分）     100 分の 2.25 

均等割 

（医療分）      ４万 7,300 円 

（後期高齢者支援金分） １万 6,800 円 

（介護分）      １万 6,600 円 

 

△0.98 

△0.11 

△0.11 

 

△1,800 円 

300 円 

100 円 

（２）低所得者世帯に対する被保険者均等割額を軽減する所得判定に係る基準の見直し 

被保険者均等割額の５割又は２割の減額措置を受けられる世帯の所得基準を引き上

げます。 

（３）保険料の賦課限度額を引き上げます。 

現 行 改正案 増 減 

（医療分）      ６５万円 （医療分）       ６６万円 1 万円 

（後期高齢者支援金分）２４万円 （後期高齢者支援金分） ２６万円 ２万円 

 

３ 施行期日  

  令和７年４月１日 
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